
梶
田
稔
議
員
は
、
９
月
３
日
、
国
保
税
引
き
下
げ
、
耕
作
放
棄
地
解

消
問
題
、
ロ
ケ
ッ
ト
科
学
博
物
館
設
置
な
ど
つ
い
て
一
般
質
問
を
行
い
、

町
当
局
の
見
解
を
た
だ
し
ま
し
た
。

担
税
力
の
な
い
者
に

課
税
す
る
な

梶
田
稔
議
員
質
問

「
国
保
税

が
高
い
」
と
い
う
声
が
多
く
寄
せ

ら
れ
て
い
る
。

税
は
、
収
入
に
応
じ
た
応
能
負

担
、
累
進
課
税
、
生
活
費
非
課
税

が
原
則
だ
。
担
税
力
の
な
い
乳
幼

児
を
は
じ
め
18

歳
未
満
の
児
童

か
ら
国
保
税
を

徴
収
す
る
の
は

不
当
だ
。

一
宮
市
で
は
、

今
年
４
月
か
ら
、

18

歳
未
満
の
児

童
の
均
等
割
部

分
を
３
割
減
免

し
て
、
国
保
税

を
引
き
下
げ
た
。

本
町
で
も
、

せ
め
て
18

歳
未

満
の
均
等
割
部
分
を
減
免
し
て
国

保
税
を
引
き
下
げ
て
も
ら
い
た
い
。

世
帯
単
位
に
課
税

答
弁

国
保
税
は
、
世
帯
単
位

に
課
税
し
て
お
り
、
世
帯
主
が
納

税
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
、
国
保
会
計
は
逼
迫
し
て

お
り
、
18
歳
未
満
の
児
童
の
均
等

割
部
分
を
減
免
す
る
考
え
は
な
い
。

遊
休
農
地
・
耕
作

放
棄
地
の
解
消
を

梶
田
稔
議
員
質
問

町
内
各
地

に
は
、
耕
作
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置

さ
れ
て
い
る
田
畑
が
多
く
見
ら
れ

る
。農

業
を
取
り
巻
く
厳
し
い
状
況

が
、
耕
作
放
棄
地
を
生
み
出
し
て

い
る
。

政
府
も
、
戸
別
補
償
制
度
を
発

足
さ
せ
て
は
い
る
が
、
実
効
を
挙

げ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

農
地
調
査
の
結
果
明
ら
か
と
な
っ

た
耕
作
放
棄
地
等
の
デ
ー
タ
を
、

Ｊ
Ａ
等
関
係
団
体
と
共
有
し
、
具

体
的
に
農
地
の
集
約
化
な
ど
を
検

討
し
て
、
遊
休
農
地
・
耕
作
放
棄

地
の
解
消
し
て
、
食
料
自
給
率
向

上
め
ざ
し
て
具
体
的
に
取
り
組
ん

で
も
ら
い
た
い
。

Ｊ
Ａ
な
ど
と
も

協
議
し
た
い

答
弁

農
地
の
全
筆
調
査
を
終

え
、
対
策
協
議
会
も
立
ち
上
げ
た
。

Ｊ
Ａ
な
ど
と
も
協
議
し
な
が
ら
取

り
組
み
た
い
。

武
豊
町
は

ロ
ケ
ッ
ト
発
祥
の
地

梶
田
稔
議
員
質
問

日
本
の
ロ

ケ
ッ
ト
の
歴
史
は
ペ
ン
シ
ル
ロ
ケ
ッ

ト
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、

29
年
、
武
豊
町
の
日
油
（
株
）
を

訪
れ
た
糸
川
英
夫
教
授
が
、
日
油

（
株
）
で
製
造
し
て
い
た
推
進
薬

に
合
わ
せ
て
設
計
し
た
ペ
ン
シ
ル

ロ
ケ
ッ
ト
が
第
１
号
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ロ
ケ
ッ
ト
発
祥

の
地
と
も
い
え
る
武
豊
に
、
ロ
ケ
ッ

ト
科
学
博
物
館
を
、
県
の
施
設
と

し
て
誘
致
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
に
夢
と
希

望
を
与
え
る
郷
土
の
誇
り
と
し
て
、

学
校
の
副
読
本
に
ロ
ケ
ッ
ト
関
係

の
内
容
を
編
纂
・
発
行
さ
れ
た
い
。

建
設
は
困
難
だ
が

副
読
本
へ
の
編
纂
は
検
討

答
弁

愛
知
県
も
ご
多
分
に
漏

れ
ず
財
政
状
況
は
厳
し
い
状
況
に

あ
る
。

既
定
の
建
設
計
画
以
外
に
、
新

た
な
施
設
建
設
は
し
な
い
方
針
と

聞
い
て
い
る
の
で
、
博
物
館
の
建

設
は
困
難
と
考
え
る
。

な
お
、
副
読
本
へ
の
編
纂
に
つ

い
て
は
、
学
校
に
検
討
委
員
会
が

設
置
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
へ

提
案
し
た
い
。

一般質問を行う梶田稔議員（９月３日）
質問及び答弁の全文、意見書など議会審議

の模様は、下記のホームページをご覧下さい。
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